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周南市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定業務委託 
プロポーザル実施要領 

 
１ 目的 
  この実施要領は、周南市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定業務委託（以下

「本業務」という。）の契約の相手方となる事業者をプロポーザル方式（以下

「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるもの。 

 
２ 業務概要 
（１） 業務名 
    周南市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定業務委託 
（２） 業務内容  
    別添の周南市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定業務委託 

仕様書のとおり 
（３） 委託期間 
    契約締結日から令和７年３月３１日まで 
（４） プロポーザルの方式 
    公募型プロポーザル 
（５） 業務に要する費用（提案上限額） 
    金 ９，３８３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定 
価格を示すものではないことに留意すること。 

 
３ 参加資格 
 次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。 
(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及

び第２項の規定に該当しない者であること。 
(２) 参加表明書の提出時点において、令和４・５年度「周南市競争入札等

参加資格者名簿（業務委託）」の（大分類）「調査・研究（設計関係を除

く）」の（小分類）「計画策定」に登録されており、かつ、令和６・７年度

「周南市競争入札等参加資格者名簿（業務委託）の同分類について申請手

続きが完了していること。 

(３) 参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措

置を周南市から受けていない者又は受けることが明らかである者でないこ

と。 
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(４) 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成２４年周南市要綱第３

７号)別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。 
（５） 中間年納税状況等確認提出書の提出が必要な者にあっては、令和４年

１１月１日から令和５年９月３０日までに提出し、受付が完了している

こと。 

  
４ 参加手続 
 （１） 実施要領・仕様書等の確認 

① 公告日 
令和５年１１月２９日（水） 

  ② 公告方法 
周南市公式ホームページ 

  ③ 関係書類の入手方法 
    本プロポーザルに係る実施要領等の関係書類は、下記の周南市ホーム

ページからダウンロードすること。また、環境生活部リサイクル推進課リ

サイクル担当（本庁舎２階④窓口）でも配布する。 

    URL http//www.city.shunan.lg.jp/ 
 ⑵ 参加表明書の提出 
① 提出書類 

    本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、仕様書及び周南

市契約に関する規則等の各規定を理解した上で、次のとおり必要書類を

提出すること。 
   ア 参加表明書（様式３） 

イ 会社概要（任意様式。パンフレット等でも可。） 
ウ 履行実績調書（様式４） 
エ 業務実施体制（様式９） 

② 提出期限 
  令和５年１２月１５日（金）１７時必着 
③ 提出場所 
  周南市環境生活部リサイクル推進課  

〒745－8655 山口県周南市岐山通１丁目１番地 
④ 提出方法 
  郵送又は持参 
⑤ 提出部数 
  提出書類各１部 
⑥ プレゼンテーション及びヒアリング実施対象者の選定 
  応募者が５者未満の場合は、全ての応募者をプレゼンテーション及び 
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ヒアリング実施対象者とする。また、応募者が５者以上の場合は、業務実 
績件数の多い方から４者をプレゼンテーション及びヒアリング実施対象

者とする。応募者に業務実績件数を同じくする者がある場合は、業務実施

体制において業務に従事する者の数の多い方から順にプレゼンテーショ

ン及びヒアリング実施対象者を選定する。 
⑦ 参加資格審査結果通知書兼プレゼンテーション等実施対象者選定結果通 

知書 
応募者に対し、令和５年１２月２０日（水）に電子メールにて、「参加資格

審査結果通知書兼プレゼンテーション等実施対象者選定結果通知書」によ

り通知する。 

 

５ 質問の受付及び回答 
   （１） 質問方法 
     実施要領、仕様書等に係る質問は、質問票（様式１）によるものとし、

電子メールにより提出すること。なお、質問書提出後には、必ず電話に

より受信確認を行うこと。 
   （２） 受付期間 
     令和５年１１月２９日（水）から令和５年１２月６日（水）１７時ま

でとします。（受信確認は、土日祝日を除く９時から１７時までとする。） 

   （３） 提出先メールアドレス及び受信確認先電話番号 
     リサイクル推進課 E-mail：recycle@city.shunan.lg.jp 
     リサイクル推進課 電話番号：０８３４－２２－８３０３（直通） 
   （４） 回答方法 
     令和５年１２月１２日（火）に周南市公式ホームページに掲載します。 
     

 

６ 企画提案書等の作成及び提出 
（１） 提出書類 

    本プロポーザルの参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 
① 企画提案書  表紙１部（様式６参照）、正本１部、副本１０部 

様式、縦横の向き、ページ数は自由だが、A4 サイズとすること。A3 の

折込は可。副本には、企画提案社の企業ロゴやブランド名など、企画提

案社が認識できるものを記載しないこと。 

② 参考見積書  正本１部、副本１０部 

様式は自由とするが、正本のみに企業名及び代表者名の記載、並びに

代表者印を押印すること。積算にあたっては仕様書「５.業務内容」の内

容ごとに行い、それぞれの項目の内訳金額を記載すること。 
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  ③ 見積書及び内訳書（任意様式） 

業務内容及び人件費等の積算内容が分かるように記載すること 

   令和５年１２月２０日（水）から令和６年１月２２日（月）１２時必着と

する。（受付時間帯は、土日祝日を除く９時から１７時までとします。） 
（３） 提出場所 
  周南市環境生活部リサイクル推進課  

〒745－8655 山口県周南市岐山通 1 丁目 1 番地 
（４） 提出方法 
  直接持参又は郵送 

 
７ 選定方法 

 以下のとおり、プレゼンテーションを実施する。 

（１）開催予定日 

令和６年１月２９日（月）予定 

（２）開催予定場所 

   周南市役所 本庁舎（山口県周南市岐山通１丁目１番地）予定 

（３）実施要領 

① 事業者の出席者は３人までとする。 

② プレゼンテーションの順番、時刻等については、別途通知する。 

③  プレゼンテーションの時間は１社３５分以内（説明２０分、質疑応答

１５分）を予定。 

（４）機材について 

   プロジェクター、スクリーンは本市で用意するがパソコンその他必要な

物品は参加事業者が用意する。 

（５）注意点 

   プレゼンテーションにおいて、会社名が認識できるようなロゴや商品ブ

ランド名などを掲出したり、口頭で説明したりしないようにすること。 

 
８．評価方法 

（１）企画提案書及びプレゼンテーションについては、本市が設置する「周南

市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託に係るプロポーザル評価

会」の評価者が評価する。 

評価方法は、企画提案書等の書類、プレゼンテーションについてあらか

じめ定めた評価項目及び評価点等の評価基準に基づいて、総合的に評価を

行う。 

（２）各評価者の評価点の合計点が最も高い者を最優秀提案者とする。 

（３）評価得点の合計６割を最低基準点とし、最低基準点以上の者がいない場
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合は、最優秀提案者は該当者なしとする。 

（４） 企画提案書の提出者が 1者の場合でも、当該企画競争は成立する。 

 
９．評価基準 

企画提案書・プレゼンテーションを以下にしたがって評価する。 

評 価 項

目 

（配

点） 

評価対象 評価項目 

配点 

組 織 体

制 の 評

価 

（15点） 

体制 
業務実施にあたって十分な人員配置及び組織体

制が提案されているか。 
5 

過去の業務 

実績 
過去の同種又は類似業務の実績について。 5 

業務実施 

スケジュール 

業務開始から業務完了までの工程について妥当

であるか。 
5 

業 務 実

施 方 針

及 び 手

法 

（80点） 

業務取組方針 
業務の理解度が高く、簡潔に記載されているか。

国や県、周辺地域の動向を踏まえているか。 
10 

現況・課題 

への理解度 

本市の一般廃棄物（ごみ）処理業務の現況や特性

を理解し、業務の重要度や難易度を考慮した提案

となっているか。 

20 

提案内容 

の的確性 

目的、条件、内容の理解度は適切か。 

主要検討事項の把握度及び具体性はあったか。 

業務手法の妥当性はあったか。 

20 

施設分類別 

計画の提案 

について 

施設の適切な維持管理に向けて効果的な内容か。

施設の延命化についての提案となっているか。 
15 

プレゼンテー

ション能力 

説明は分かりやすく、説得力があったか。質疑応

答に明確に回答しているか。 
10 

資料調達力 資料の正確性、見やすさに配慮できているか。 5 

価格 

（5 点） 
見積価格 

5 点×最低提案価格／提案価格 

※小数点以下四捨五入 
5 

 
１０．受託候補者の決定 

評価会の評価結果に基づき、本市は受託候補者を決定する。 
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１１．結果の通知 

受託候補者に特定された者に対し「特定通知書」により通知し、特定され

なかった企画提案書の提出者に対しては「非特定通知書」により通知する。

また、通知後に本市ホームページで、特定された受託候補者名、評価点及び

選定理由を公表する。なお、選定結果等についての異議申し立ては受け付け

ないものとする。 

 

１２．非特定理由の説明請求 

非特定の通知を受けた参加事業者は、通知書を送付した日の翌日から起算

して７日（ただし、休日を除く。）以内に、次により周南市長に非特定理由に

ついての説明を求めることができる。 

（１）様式    自由（A4） 

（２）提出先   周南市 環境生活部 リサイクル推進課 施設担当 

（３）提出方法  持参または郵送（期間内必着。郵送の場合は簡易書留） 

 
１３．プロポーザル実施スケジュール 
   本プロポーザルは、次のスケジュールで実施します。 

① 公募型プロポーザル実施公告 令和５年１１月２９日(水) 

② 実施要領等に関する質疑受付 
令和５年１１月２９日(水)から

令和５年１２月６日(水)まで 

③ 実施要領等に関する質疑回答 令和５年１２月１２日(火) 

④ 参加表明書の提出期限 令和５年１２月１５日(金) 

⑤ 参加表明者の参加資格確認結果

の通知 
令和年１２月２０日(水) 

⑥ 企画提案書等の受付期間 
令和５年１２月２０日(水)から 
令和６年１月２２日(月)まで 

⑦ 企画提案書の評価及びヒアリン

グの実施 
令和６年１月 2９日(月)予定 

⑧ 選定結果の通知 令和６年２月８日(木)予定 

⑨ 業務委託契約の締結 令和６年２月１３日(火)予定 

⑩ 選定結果等の公表 契約締結後 

 

１４．契約に関する事項 

（１）見積徴取の相手先としての特定 

   本市は、受託候補者を本事業に係る随意契約の見積徴取の相手先として

特定するとともに、事業の詳細内容の協議を実施するものとする。 

   ただし、下記のいずれかに該当し、見積徴取ができない場合及び契約が
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締結できない場合には、２番目に評価点の高い参加事業者を見積徴取の相

手方として再特定するものとする。 

① 受託候補者が、本要領「３．参加資格」に掲げる要件を満たさなくな

った場合。 

② 受託候補者が、特定後に本要領「１５．失格事項」の（２）又は（５）

に該当して失格となった場合。 

③ 受託候補者から見積徴取の結果、契約締結ができない場合。 

④  受託候補者が本事業の契約を辞退した場合。 

（２）事業の仕様及び実施条件 

① 本事業の仕様については、別紙業務仕様書に定めるほか、企画提案書

に記載された内容を尊重し、双方協議の上、定めるものとする。 

② 本事業の仕様決定に当たり、受託候補者に対し事業の具体的な実施手

法の提案等を依頼することがある。 

 

１５．失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１） 「６．企画提案書等の作成及び提出」の提出期限までに提出書類が提

出されなかった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 見積額が提案上限額を超えている場合 

（４） プレゼンテーションに参加しなかった場合 

（５） その他本要領の定めに反した場合 

 

１６．その他 

（１） 参加に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

（２） 参加表明書及び企画提案書等の提出を郵送する場合は、受取日時及び

配達されたことが証明できる方法によることとし、不達及び遅配を原因

とする提出者の不利益が生じても、本市はその責めを負わない。 

（３） 提出された企画提案書等は、提出期限までは記載された内容の追加、

変更等を行うことができるものとする。ただし、記載された内容の追加、

変更を行う場合は、提出された書類を一旦持ち帰り、提出期限までに改

めて内容の追加、変更等を行った書類を提出すること。 

（４） 提出期限を過ぎた後は、参加表明書及び企画提案書等の追加、変更は

できないものとする。 

（５） 提出された企画提案書等は返却しない。 

（６） 提出された企画提案書等は提出者に無断で本プロポーザル以外には使

用しない。また、公表しない。ただし、本プロポーザルの手続及びこれ
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に係る事務処理に必要な範囲において、参加表明書及び企画提案書等の

複製、保存等を行う。 

（７） 提案者が 1 者のみであっても、参加資格を有する者であれば本プロポ

ーザルを実施する。 

（８） 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通

貨とする。 

（９） 提出書類の作成に用いる単位は、日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第５１号）に定める単位又は本市が認めた単位に限るものとする。 

（１０） 各様式の記載欄の大きさ等については、記載量により適宜変更でき

るものとするが、様式の記載事項等は改変しないこと。 

（１１） 各様式の記載に用いる文字のサイズは、原則として１０ポイント以

上とすること。ただし、必要な注記、ふりがな及び掲載図等中の記載文

字を除く。 

（１２） 本市からの疑義照会及び追加資料については、提出期限までに企画

提案書等の提出をした者に対して、本市から企画提案書等の内容につい

ての疑義照会又は追加資料の提出を求めることができる。 

（１３） 参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に参加を辞退する場合

は、速やかに書面（様式８）により、担当課へ届け出ること。 

（１４） 契約手続等 

選定した提案者との契約手続及び契約書は、周南市契約事務規則（平

成１５年周南市規則第１５号）の定めるところによるものとする。なお、

契約締結後において受託者に本提案における失格事項又は不正と認め

られる行為が判明した場合は、契約を解除できるものとする。 

（１５） 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わな

いこととする。 

  

 

１７．担当課 

 担当：周南市 環境生活部 リサイクル推進課 リサイクル担当 

 住所：〒745－8655 山口県周南市岐山通１丁目１番地  

 電話：0834-22-8303 FAX：0834-22-8243 

 E-mail:recycle@city.shunan.lg.jp 

  


